
 

平成 28年３月号 №507 

のうぎょうだよりは八戸市農業

委員会のほか、市内農協各支店

でも配布しています。 

また、インターネットではフル

カラーでご覧いただけます。 

○八戸市ホームページ 

http://www.city.hachinohe.

aomori.jp/ 

 

 

 

 
のうぎょうだより 

去
る
１
月
14
日
と
２
月
10
日
に
、合
わ
せ

て
４
組
の
若
手
農
家
が
、
家
族
経
営
協
定
を

結
び
ま
し
た
。
調
印
式
で
は
県
農
業
普
及
振

興
室
の
岸
室
長
と
、
農
業
委
員
会
の
籠
田
会

長
立
会
い
の
下
、
よ
り
良
い
暮
ら
し
の
た
め

の
家
族
の
ル
ー
ル
を
確
認
し
合
い
ま
し
た
。 

協
定
で
は
、
あ
い
ま
い
に
な
り
が
ち
な
農

家
の
仕
事
と
生
活
を
区
別
す
る
た
め
、
お
互

い
の
役
割
分
担
や
、
生
活
費
の
配
分
、
勤
務

時
間
な
ど
を
取
り
決
め
た
ほ
か
、
生
活
面
で

の
ル
ー
ル
と
し
て
、
外
出
す
る
と
き
に
は
お

互
い
に
行
き
先
や
帰
宅
時
間
を
告
げ
る
こ
と
、

地
域
の
人
に
育
て
ら
れ
た
感
謝
を
忘
れ
ず
、

住
人
と
の
付
き
合
い
を
大
切
に
す
る
こ
と
、

家
族
が
病
気
の
際
に
は
思
い
や
り
を
持
っ
て

介
護
に
あ
た
る
こ
と
、
な
ど
各
家
族
の
オ
リ

ジ
ナ
リ
テ
ィ
に
あ
ふ
れ
た
取
り
決
め
も
見
ら

れ
ま
し
た
。 

ま
た
、
今
回
協
定
を
結
ん
だ
石
上
さ
ん
ご

夫
妻
は
「
20
年
後
に
は
息
子
も
入
れ
て
、
ま

た
協
定
を
結
び
た
い
」
と
後
継
者
の
将
来
に

も
期
待
を
に
じ
ま
せ
て
い
ま
し
た
。 

１
月
22
日
に
八
戸
グ
ラ
ン
ド
ホ
テ
ル
で
、

八
戸
市
農
業
委
員
会
１
月
総
会
が
開
催
さ
れ

ま
し
た
。
総
会
で
は
３
議
案
が
審
議
さ
れ
、

全
会
一
致
で
承
認
を
受
け
ま
し
た
。 

そ
の
後
、
第
34
回
八
戸
市
農
業
後
継
者
顕

彰
が
行
わ
れ
、
市
内
若
手
農
業
者
で
、
花
き

農
家
の
釡
石
拓
也
さ
ん
が
、
他
の
模
範
と
な

る
農
業
を
営
む
後
継
者
で
、
地
域
農
業
の
振

興
に
寄
与
す
る
者
と
し
て
、
表
彰
さ
れ
ま
し

た
。
籠
田
会
長
か
ら
の
励
ま
し
に
対
し
て
釡

石
さ
ん
は
、
農
業
を
取
り
巻
く
情
勢
は
厳
し

い
が
、
更
な
る
農
業
の
発
展
と
、
経
営
の
安

定
の
た
め
に
、
一
層
の
努
力
を
し
て
い
き
た

い
と
、
意
気
込
み
を
語
っ
て
い
ま
し
た
。 

後継者顕彰を受けた釡石さん（中央） 

左から岸室長、阿部さん、細越さんご夫妻、籠田会長 

下：松石さんご夫妻 

上：石上さんご家族 



 

今
月
の
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ 

                              

                               

   

Q.
農
業
者
年
金
も
、
自
分
が
も
ら

え
る
頃
に
は
ど
う
せ
金
額
が
減
っ
て

い
る
ん
で
し
ょ
？ 

A.
農
業
者
年
金
は
積
立
タ
イ
プ
の

年
金
で
す
。
自
分
が
も
ら
う
年
金
を

自
分
で
積
み
立
て
る
の
で
、
加
入
者
、

受
給
者
の
人
数
に
左
右
さ
れ
に
く
い

と
い
う
メ
リ
ッ
ト
が
あ
り
ま
す
。 

 

Q.
そ
も
そ
も
月
２
万
円
も
払
う
余

裕
は
な
い
！ 

A.
農
業
者
年
金
は
任
意
加
入
の
年

金
で
す
。
な
の
で
、
余
裕
の
な
い
と

き
に
は
一
時
脱
退
、
余
裕
が
で
き
た

ら
再
度
入
り
な
お
す
、
と
い
う
こ
と

も
可
能
で
す
。 

 

Q.
付
利
額
が
付
く
っ
て
聞
い
た
け

ど
ど
れ
く
ら
い
？ 

A.
平
成
14
年
度
か
ら
24
年
度
ま
で

の
平
均
利
回
り
は
約
２
％
で
す
。
超

低
金
利
の
現
在
、
銀
行
な
ど
に
預
け

る
よ
り
も
、
高
い
利
子
が
付
く
こ
と

に
な
り
ま
す
。 

 
ま
た
、
万
が
一
、
運
用
益
が
マ
イ

ナ
ス
に
な
っ
た
場
合
で
も
、
マ
イ
ナ

ス
分
は
補
填
さ
れ
る
制
度
に
な
っ
て

い
ま
す
。 

 

Q.
も
う
55
歳
だ
か
ら
今
さ
ら
入
っ

て
も
し
ょ
う
が
な
い
よ
ね
。 

A.
若
い
と
き
は
「
年
金
」
と
聞
い

て
も
ピ
ン
と
き
ま
せ
ん
が
、
50
代

も
中
ご
ろ
に
な
る
と
、
急
に
現
実
味

を
増
し
て
き
ま
す
。
最
近
で
は
高
い

利
率
に
惹
か
れ
て
、
50
代
か
ら
月

の
最
高
限
度
額
６
万
７
千
円
で
加
入

す
る
人
も
い
ま
す
。 

 

Q.
年
金
を
や
め
た
ら
そ
れ
ま
で
積

み
立
て
た
お
金
は
返
っ
て
く
る
の
？ 

A.
積
み
立
て
た
お
金
は
す
べ
て
年

金
と
し
て
支
払
わ
れ
ま
す
。
よ
っ
て

脱
退
し
て
も
そ
の
時
点
で
積
立
金
が

返
っ
て
く
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

  

Q.
結
局
い
く
ら
も
ら
え
る
の
？ 

A.
加
入
し
た
年
齢
や
そ
の
時
々
の

運
用
益
に
よ
っ
て
変
わ
っ
て
き
ま
す

が
、
例
え
ば
平
均
利
回
り
が
２
％
の

と
き
に
、
40
歳
の
男
性
が
こ
の
３

月
か
ら
、
月
々
２
万
円
で
始
め
た
場

合
、
60
歳
ま
で
の
総
払
込
額
は
４

７
６
万
円
。
受
給
額
は
65
歳
か
ら

月
々
約
２
万
４
千
円
。
受
給
総
額
は

平
均
で
約
６
２
８
万
円
に
な
り
ま
す
。 

 

Q.
積
立
以
外
の
メ
リ
ッ
ト
は
？ 

A.
農
業
者
年
金
は
全
額
が
社
会
保

険
料
控
除
の
対
象
で
す
。
課
税
所
得

が
１
５
０
万
円
で
、
農
業
者
年
金
に

月
２
万
円
で
加
入
し
て
い
た
場
合
、

年
間
３
万
６
千
円
が
節
税
で
き
ま
す
。 

(２) 
はちのへのうぎょうだより 

３ 月 号  No.507 

 

Q1.あなたは６０

歳未満ですか？ 

Q２. 国民年金の

第１号被保険者で

すか？ 
※納付免除者を除く 

Q３.年間６０日以

上農業に従事して

いますか？ 

残念ですが、農業

者年金には加入で

きません 

こんな人も含まれます！ 
・週末だけ実家の農業を手伝っている 

・忙しい時期だけ雇われている 

・農業やってるけど、土地名義はお父さん 

おめでとうございます！！ 

あなたは農業者年金の加入資格があ

ります。 

安心の老後へ 

はい 

い
い
え 

はい 

 

は
い 

農
業
者
年
金
っ
て
い
っ
た
い
何
？
実
際
に
は
ど

ん
な
制
度
？
自
分
も
入
れ
る
の
？
今
回
は
そ
ん
な

疑
問
に
ズ
バ
リ
お
答
え
し
ま
す
！ 

い
い
え 

 

 

それならわたし

も 60 日以上！ 

あて 

はまらない 



 

(３) 
はちのへのうぎょうだより 

３ 月 号  No.507 

Q.
早
く
に
死
ん
じ
ゃ
っ
た
ら
、

払
い
損
だ
よ
ね
？ 

A.
仮
に

80
歳
前
に
亡
く
な
っ
た

場
合
、

80
歳
到
達
ま
で
に
も
ら

え
る
予
定
だ
っ
た
額
を
死
亡
一

時
金
と
し
て
遺
族
に
お
支
払
し

ま
す
。 

 

Q.
夫
が
加
入
し
て
い
る
か
ら
私

は
い
ら
な
い
わ
よ
ね
。 

A.

65
歳
か
ら
の
平
均
余
命
は
、

男
性
が

22
年
で
あ
る
の
に
対
し
、

女
性
が

27
年
と
、
女
性
が
５
年

長
く
な
っ
て
い
ま
す
。
夫
が
生

存
し
て
い
る
間
は
、
２
人
分
の

国
民
年
金
と
夫
の
農
業
者
年
金

で
生
活
で
き
ま
す
が
、
夫
が
死

亡
し
た
後
は
月
々
の
収
入
は
国

民
年
金
だ
け
と
な
り
、
大
き
く

減
少
し
て
し
ま
い
ま
す
。
後
々

長
く
生
き
る
可
能
性
の
あ
る
女

性
が
加
入
し
て
お
く
こ
と
が
、

老
後
の
安
心
の
た
め
に
は
大
切

で
す
。 

 

Q.
農
業
の
担
い
手
に
何
か
支
援

は
な
い
の
？ 

A.
認
定
農
業
者
で
青
色
申
告
者

で
あ
れ
ば
、
保
険
料
の
半
額
の

国
庫
補
助
を
受
け
ら
れ
る
な
ど

の
制
度
が
あ
り
ま
す
。 

※
詳
細
は
下
記
を
参
照 

                              

申請者が事前に準備してください。 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

耕
作
証
明
書(

農
業
委
員
会
発
行)

 

免
税
軽
油
使
用
者
証(

前
年
以
前
交
付
の
も
の)

 

機
械
販
売
証
明
書
等(

納
品
書
可)

 

軽
油
使
用
計
画
書 

前
年
度
軽
油
使
用
明
細
書 

軽
油
納
品
書(

前
年
度
使
用
分)

 

組
合
員
名
簿(

全
員
の
押
印
必
要
・
写
し
不
可)

 

組
合
定
款
・
規
約
及
び
総
会
の
議
事
録
謄
本 

切
手
３
９
０
円 

(

返
信
用
封
筒
に
貼
付
す
る
こ
と)

 

印
鑑 

封
筒(

長
形
３
号
・
１
２
０×

２
３
５
ｍ
／
ｍ)

 

県
収
入
証
紙
４
０
０
円 

(

県
税
関
係
証
明
等
原
簿
に
貼
付
す
る
こ
と)

 

○  ○      ○ ○ ○ ○ 

○ ○       ○ ○ ○  

○ ○       ○ ○ ○ ○ 

○  ○      ○ ○ ○ ○ 

○ ○       ○ ○ ○  

○ ○       ○ ○ ○ ○ 

○  ○ ○   ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

○ ○  ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○  

○ ○  ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ 

 注１ 新規…新たに申請する方。  
   継続…免税軽油使用者証の交付日が平成２２年３月１日以後の方。  

提 

出 

書 

類 

等 

三八県税部にあります。 

1 2 3 4 5 6 7 

免
税
証
交
付
申
請
書 

免
税
軽
油
所
要
数
量
計
算
書(

農
業
用)

 

県
税
関
係
証
明
等
原
簿 

免
税
軽
油
使
用
者
証
交
付
申
請
書 

免
税
軽
油
使
用
者
証
共
同
交
付
申
請
書 

免
税
軽
油
の
引
取
り
等
に
係
る
報
告
書
の
提
出

の
期
限
の
特
例
指
定
申
請
書 

誓
約
書(

注
２)

 

申
請
区
分 

個
人 

新規 ○ ○ ○ ○  交
付
申
請
数
量
が
使
用
期
間
一
月
当
た
り

一
㎘
以
下
の
方 

○ 

継続 ○ ○     

更新 ○ ○ ○ ○  ○ 

共
同
申
請 

新規 ○ ○ ○  ○ ○ 

継続 ○ ○     

更新 ○ ○ ○  ○ ○ 

防
除
組
合
等 

新規 ○  ○ ○  ○ 

継続 ○      

更新 ○  ○ ○  ○ 

 

         
 少子高齢時代に強い年金です。 

  自ら支払った保険料とその運用益により年金額が決まる「積立方式・確定拠出型」の年金です。 

 保険料は自分で選べ、いつでも見直しできます！ 

  月額２万～６万７千円の間（千円単位）で設定できます。 

 税制面で大きな優遇措置があります！ 

  支払った保険料は、全額が社会保険料控除の対象となり、所得税・住民税の節税になります。 

 認定農業者など一定の要件を満たす方には保険料の国庫補助があります！ 
  
※加入要件…①60 歳未満、②国民年金第 1 号被保険者、③年間 60 日以上農業に従事している方 

農業者年金に関するご相談は、最寄りのＪＡか農業委員会または農業者年金基金にお

問合せください。    

問  農業者年金基金 ☎０３－３５０２－３９４２ 

 あなたの老後生活への 

備えは十分ですか？  

■保険料の国庫補助は 
 ①６０歳までに保険料納付済期間等が２０年以上見込まれる  
 ②農業所得（配偶者、後継者は支払を受けた給料等）が９００万円以下  
 ③下記の表の必要な要件に該当する  
 という３つの要件を満たす人が、月額２万円の保険料のうち１万円、６千円、４千円の国庫補
助を受けることができます。  

 

保険料の補助対象者と国庫補助額 

区分 必要な要件 
国庫補助額 

３５歳未満 ３５歳以上 

１ 認定農業者で青色申告者 10,000 円（５割） 6,000 円（３割） 

２ 認定就農者で青色申告者 10,000 円（５割） 6,000 円（３割） 

３ 
区分１または２の者と家族経営協定を締結し経
営に参画している配偶者または後継者  

10,000 円（５割） 6,000 円（３割） 

４ 
認定農業者または青色申告者のいずれか一方を
満たす者で、３年以内に両方を満たすことを約
束した者 

6,000 円（３割） 4,000 円（２割） 

５ 
３５歳まで（２５歳未満の場合は１０年以内）
に区分１の者となることを約束した後継者  

6,000 円（３割） － 

 保険料の国庫補助を受ける期間の保険料は２万円で固定され、加入者が負担する保険料は２万円から
国庫補助額を差し引いた金額となります。  
（注１）区分１の認定農業者には、農業法人として認定を受けている者は除きます。  
（注２）区分３及び区分５の「後継者」は経営主の直系卑属である必要があります。  
（注３）区分３及び区分５の加入者は、年間農業従事日数が１５０日以上である必要があります。  



３ 月 号  No.507  はちのへのうぎょうだより （４） 

 

 

 

 

 

 

 

 
新規の農地情報をお知らせします。 

農地の詳細な所在について確認したい方、興味

をお持ちの方は、農業委員会までお越しくださ

い。新規以外の情報は折込チラシにございます。 
 

 
農地転用・農地改良につきましては、農業委員

会や農業委員にご相談ください。 

問農業委員会 

☎４３－２１１１（内線４０１４） 

 

 
                                

   
 

当
委
員
会
で
設
定
し
て
い
る
農
地
法

第
３
、
４
、
５
条
の
許
可
申
請
・
届
出

の
受
付
期
間
等
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。 

申
請
内
容
や
申
請
書
類
に
つ
い
て
、
事

前
に
農
業
委
員
会
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。 

問
農
業
委
員
会 

☎
43
‐
２
１
１
１
（
内
線
４
０
１
４
） 

   

皆
さ
ん
お
酒
は
お
好
き
で
す
か
？
我

が
家
に
は
ビ
ー
ル
を
始
め
、
日
本
酒
、

焼
酎
、
ウ
イ
ス
キ
ー
と
、
ひ
と
通
り
の

お
酒
が
揃
っ
て
い
ま
す
が
、
最
近
よ
く

買
っ
て
く
る
の
が
コ
ン
ビ
ニ
や
ス
ー
パ

ー
で
売
っ
て
い
る
、
お
手
ご
ろ
価
格
の

チ
リ
ワ
イ
ン
で
す
。
お
値
段
は
５
０
０

～
８
０
０
円
ほ
ど
。
別
に
ソ
ム
リ
エ
で

も
ワ
イ
ン
通
で
も
あ
り
ま
せ
ん
が
、
こ

の
値
段
で
、
お
や
、
と
思
う
ほ
ど
お
い

し
い
の
で
す
。 

 

お
酒
好
き
の
父
曰
く
、
チ
リ
は
関
税

自
由
化
を
見
越
し
て
、
大
き
な
貿
易
相

手
国
に
な
り
そ
う
な
日
本
を
タ
ー
ゲ
ッ

ト
に
、
特
に
安
く
て
お
い
し
い
ワ
イ
ン

を
輸
出
し
て
い
る
の
だ
と
か
。
真
偽
の

ほ
ど
は
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
確
か
に
日

本
の
チ
リ
ワ
イ
ン
輸
入
量
は
２
０
０
６

年
頃
か
ら
ぐ
ん
ぐ
ん
伸
び
始
め
、
２
０

１
５
年
に
は
本
場
フ
ラ
ン
ス
を
追
い
越

し
、
ト
ッ
プ
に
躍
り
出
ま
し
た
。
更
に

Ｔ
Ｐ
Ｐ
協
定
発
効
後
８
年
目
に
は
、
ワ

イ
ン
に
掛
か
る
関
税
が
撤
廃
さ
れ
ま
す
。 

 

好
き
こ
そ
物
の
上
手
な
れ
、
と
は
言

い
ま
す
が
、
地
酒
の
銘
柄
当
て
で
も
全

問
正
解
し
た
こ
と
の
あ
る
父
。
酔
っ
払

い
の
う
ん
ち
く
も
、
侮
れ
な
い
も
の
で

す
。 

高
橋 

申請月 

許可申請    

届 出 
 

3条/4,5条 

(30a以下) 

4,5条 

(30a超) 

3月 
受付 3/11～18 締切 3/７ 3/22 

交付 4/15 5/10 交付 3/15 3/31 

4月 
受付 4/11～20 締切 4/5 4/20 

交付 5/16 6/3 交付 4/15 4/28 

5月 
受付 5/11～20 締切 5/6 5/20 

交付 6/16 7/6 交付 5/13 5/31 

編
集
後
記 

農
地
法
関
係
の 

申
請
受
付
日
等
に
つ
い
て 

これまで過去に交付した農地転用許可等

の内容を証明する場合は、一連の事務の一つ

として手数料を徴収せずに対応していまし

たが、他の証明との公平性の観点から手数料

の負担をお願いする予定ですので、御理解く

ださるようお願いいたします。 
 

◆適 用 日 平成 28年 4月１日(金)から（予定） 
 
◆対象となる証明 

・農地法に基づく許可書又は受理通知書記載

事項証明 

・非農地通知書記載事項証明 

・農地等に係る贈与税等の納税猶予等に関す

る適格者証明 

・農業委員会のあっせんによる土地の譲渡証

明 
 

問農業委員会 

☎４３－２１１１（内線４０１６） 

編
集
発
行 

平
成
28
年
３
月
号 

八
戸
市
内
丸
一
丁
目
１
番
１
号 

八
戸
市
農
業
委
員
会
（
℡
43
―
２
１
１
１ 

内
線
４
０
１
３
） 

印
刷
部
数
４
，
３
２
０
部 

印
刷
経
費
１
部
あ
た
り
4.62
円 


